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カスリーン台風による洪水から 70年を経て 

1947 年 9 月 16 日、日本を襲ったカスリーン台風の豪雨により、関東地方各地、特に利根川流域に

おいて、土砂災害や堤防の決壊が相次ぎ、死者 1,100 人、浸水家屋 30 万戸超、家屋全半壊 1 万戸超

という未曾有の大水害となった。利根川本川は、埼玉県加須市の右岸（南側）堤防が決壊し、氾濫流

は埼玉県に留まらず、4 日間かけ東京都まで達し、広範囲に浸水被害が発生した。 

カスリーン台風後、水防法や河川法の改正を経て、水害への対策は日に日に進んでいる一方、依然

として大規模な洪水による被害は後を絶たない。今年はカスリーン台風から 70 年目の節目として、

本稿では改めてその災害を振り返り、日本における現状の堤防整備状況から、このような災害がどこ

でも起こりうること、そして企業が行うべきリスクマネジメント対策について述べる。 

 

１. カスリーン台風とその被害の概要1 

(１) カスリーン台風の概要 

カスリーン台風の経路を図 1 に示す。カスリーン台風は、1947 年 9 月 15 日から 16 日にかけ、紀

伊半島の南海上から房総半島南端をかすめながら北東に進んだ。観測された風速は八丈島で最大瞬間

風速 28.0m/s と、台風としては既に衰弱していた上に、本土へは上陸をしなかったものの、日本付近

に停滞していた秋雨前線を活発化させ、関東地方および東北地方に大雨をもたらした。 

                         
1 内閣府「1947 カスリーン台風報告書」 
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■図１ カスリーン台風の経路 

 
出典：内閣府「1947カスリーン台風報告書」 

■図２ 利根川氾濫の浸水範囲 

 
出典：国土交通省関東地方整備局 荒川上流河川事務所 
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関東地方では、カスリーン台風接近より前の 13 日から雨が降り始め、15 日まで続いた。流域平均

3 日雨量は、利根川本川八斗島上流域（群馬県伊勢崎市）で 318mm、渡良瀬川藤岡上流（栃木県栃木

市）で 318mm、鬼怒川石井上流（栃木県宇都宮市）で 300mm と、各地で 300mm 以上の豪雨とな

り、その結果、利根川栗橋地点（埼玉県久喜市）で計画高水流量 9,200m3/s に対して 13,000m3/s（実

績流量の推定値）をはじめ、利根川水系の多くの箇所において、当時の計画高水流量を大幅に上回る

既往最大流量の洪水が発生した2。 

 

(２) 利根川堤防の決壊と氾濫流の南下 

9 月 15 日に渡良瀬川が氾濫、複数の地点で堤防が破堤し、群馬県桐生市および栃木県足利市で多く

の浸水被害が発生した。また、16 日午前 0 時に利根川本川の埼玉県加須市の右岸（栗橋の上流約 4km

地点、南側）堤防が約 350m にわたり決壊した。氾濫流は、江戸時代に利根川が流れていた河川流域

である江戸川や中川を南下した（コラム 3 参照）。その後、埼玉県と東京都の県境付近にある桜堤で

貯留するも、桜堤も決壊し、東京都葛飾区、足立区と浸水域を広げ、最終的に江戸川区の新川堤防ま

で達して止まった。浸水域の様子を図 2 に示す。この時、荒川も埼玉県鴻巣市および熊谷市で決壊し、

氾濫流は元荒川流域を経て利根川からの氾濫流と合流していた。浸水は 2m を超える場所もあり、家

屋では 1 週間、田畑では 1 カ月以上湛水した場所もあった。浸水面積は 440km2にも及んだ。 

 

(３) 被害の概要 

表 1 に被害状況を示す。渡良瀬川流域にある群馬県桐生市および栃木県足利市での被害が甚大で、

死者 709 人にも及んだ。上流側にある群馬県、栃木県は死者数、倒壊家屋数が多い一方、利根川本川

氾濫流による影響を受けた埼玉県、東京都は、浸水家屋数は多いが上流側の県と比較すると死者は少

ない。これは、上流側は山間地域および急流部で、氾濫流の流速が早く避難の時間的猶予がなかった

一方、下流側の浸水域は傾斜が比較的緩やかで、氾濫流の流速が遅く下流へ到達するまで時間的猶予

があり、避難等をはじめ様々な対策が立てられたためと考えられている。 

 

(４) カスリーン台風後 

未曾有の大水害を引き起こしたカスリーン台風が契機となり、水防活動の重要性が認識され、2 年

後の 1949 年に水防法が制定された。水防法はその後改正され、これに基づき、洪水予報の発信や浸

水想定区域の指定が行われている。 

■表１ 被害の状況 

  

                         
2 なお、平成 27年 9月関東・東北豪雨の際の鬼怒川石井上流の流域平均 3日雨量は 501mmであり、当該地点の既往最

大値を更新している。 

都県名 死者(人) 家屋の浸水(床上・床下)（戸） 家屋流出・倒半壊（戸）

東京都 6 103,872 196

千葉県 4 917 6

埼玉県 86 78,944 3,234

群馬県 592 71,055 3,884

茨城県 74 21,509 634

栃木県 361 44,610 2,249

合計 1,123 320,907 10,203

出典：各都道府県における地域防災計画の資料をもとに弊社作成 
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＜コラム１＞ 「カスリーン」って誰？  

何故、「カスリーン台風」と呼ぶのであろうか。実は、現在各国で用いられている台風命名

方式は、番号方式（日本等で採用）、リスト方式（米国等で採用）の２通りある。番号方式は台

風の発生順に番号を付ける方式であり（例：台風 19号）、リスト方式はあらかじめ作成した台

風名のリストから台風が発生するたびに順番に名前を付けていく方式である。現在でもハリケー

ン・カトリーナのように、米国ではハリケーンの命名方式にリスト方式が採用されている。 

リスト方式は、第二次世界大戦中、米軍の気象学者が自分の妻や恋人の名前を付けたのが始まりと言われている。カ

スリーン台風が発生した 1947 年、日本は GHQ の支配下にあったため、JTWC（米軍合同台風警報センター）が当時作成

していた台風の名前リストの 11番目であるカスリーン（Kathleen）が割り当てられた。1952年に発効したサンフラン

シスコ平和条約により日本は主権を回復し、1953 年以降、国内向け台風情報には気象庁が発生順に付けた番号によっ

て台風が識別されるようになった。国際的には、1999 年まで台風命名には米国方式の名前が採用されていたが、2000

年からはアジア名のリストが採用されるようになった。日本名としては、気象庁がてんびん座（Tembin）、やぎ座（Yagi）

等、星座の名前をリストに挙げている3。 

 

２. 洪水への堤防対策状況 

(１) 利根川およびその他河川の整備状況 

カスリーン台風による降雨は、利根川流域に

おいて戦後最大のものであり、同洪水の流量は

国の見解では約 21,100 m3/s（八斗島地点）4と

推定されている5。この実績を踏まえ、利根川

水系河川整備基本方針6の計画では、八斗島に

おける基本高水のピーク流量は 22,000m3/s

（年超過確率71/200）と設定された8。そのた

め、この計画規模まで整備が進めば、カスリー

ン台風が再来したとしても利根川で十分に流

下することが可能であろう。 

一方、各主要河川は河川整備基本方針とは別

に、今後 20～30 年間で目指す中期的な整備内

容である「河川整備計画」を定めることとして

いる。利根川・江戸川河川整備計画において目

                         
3 気象庁「台風の番号の付け方と命名の方法」  
4 洪水調節施設がないものとした場合の流出計算結果。なお、前提条件等により値が変わる点が指摘されている。 
5 国土交通省関東地方整備局「利根川・江戸川において今後 20～30年間で目指す安全の水準についての考え方」 
6 河川整備基本方針：水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針。長期的な河川整備の最終目標。 
7 年超過確率：平均して何年に 1度の割合でその値を超過する洪水が発生するか、ということを示す。ただし「年超過

確率 1/100の洪水」という場合、その規模を超える洪水が 100年間に 1回しか発生しないという意味ではなく、2年連

続で発生する可能性もある。 
8 国土交通省関東地方整備局「利根川水系 利根川・江戸川河川整備計画（大臣管理区間）の概要」平成 25年 5月（平

成 28年 2月変更） 

■図３ 利根川水系が目指す安全水準 

（八斗島地点基準） 

 

出典：国土交通省関東地方整備局の資料をもとに弊社作成 
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指す安全水準は、流量 17,000 m3/s（年超過確率 1/70～1/80 相当）と定められた（図 3）5。つまり 20

～30 年後の時点では、まだカスリーン台風規模に対応できる流下能力を備えていない。ちなみに現時

点での安全の水準は、年超過確率が概ね 1/30 から 1/40 に留まり 8、今のままではカスリーン台風時の

流量には耐えられない。 

利根川以外でも、全国 109 の一級水系9では、河川整備の計画規模を年超過確率 1/100 から 1/200 の

範囲で定めているものの、ほとんどの水系で計画規模に対する河川整備は不十分であるのが現状であ

る。河川整備には、堤防の整備・河道掘削・洪水調節容量の確保等が挙げられるが、ここでは堤防の

整備について記す。図 4 に、各地方における一級水系の計画断面堤防区間（計画断面を確保している

堤防の区間）、暫定断面堤防区間（設置されている堤防が計画断面ではない堤防の区間）、無堤防区

間（堤防が設置されていない区間）の割合を示す。全地方で、20～40%の堤防が計画断面まで整備さ

れていないことが示されている。水系ごとにみると、最も整備されている関川水系（北陸地方）で計

画断面堤防区間の割合が 99.6%、最も未整備の円山川水系（近畿地方）で 14.1%であり、水系によっ

てばらつきがあるものの、全水系で整備途上である。また、一級水系以外の中小河川では河川整備の

計画基準が年超過確率 1/50 以下の河川も多く存在し、仮に整備が完了しても、流下できる洪水は限ら

れている。 

 

■図４ 地方別堤防整備状況／各地方の一級水系の整備割合の平均値 

 
出典：国土交通省「直轄河川堤防整備状況(平成 28年 3月末現在)」をもとに弊社作成 

(２) 近年における水害の激甚化と今後の水害対策 

 近年も河川氾濫を伴う豪雨災害は発生している。平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害では、鬼怒川

において越水や堤防決壊が発生し、浸水戸数は約 1 万棟、孤立救助者数は約 4,000 人となるなど、甚

大な被害が発生した。記憶に新しい平成 29 年 7 月九州北部豪雨でも、中小河川で氾濫が発生し被害

をもたらしたほか、筑後川でも水位が上昇し氾濫危険水位（レベル 4）まで達していた10。また、同じ

く平成 29 年 7 月には秋田県でも梅雨前線の影響で雄物川の水位が氾濫の発生レベル（レベル 5）に達

し、広範囲にわたり浸水被害が発生している。 

 日本では猛烈な雨（1 時間降水量 80mm 以上の雨）の発生回数が年々増加しており、今後の地球温

                         
9 国土の保安上や国民の経済上、特に重要な全国 109の水系を国土交通大臣が「一級水系」に指定している。 
10 リスクマネジメント最前線「2017年 7月九州北部で発生した豪雨被害について」（2017年 7月 12日発刊） 

http://www.tokiorisk.co.jp/risk_info/up_file/201707121.pdf
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暖化の進行に伴い、大雨や短期間に降る強い雨の頻度は更に増加すると予測されている11。よって、

今後、カスリーン台風時と同規模もしくはそれ以上の豪雨が発生する可能性は十分にある。その発生

地域は利根川流域だけに限らず、日本全国どこでも起こりうるということを念頭に入れる必要がある

だろう。 

対象河川が「河川整備が追いついていない」もしくは「整備の計画規模が豪雨に対応できるレベル

ではない」状況を踏まえると、自社における「自前による」水害対策が改めて重要となってくる。実

際、国土交通省では平成 27 年に『水防災意識社会 再構築ビジョン』を策定しており、「施設の能力

には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」と意識変革し12、社会全体で洪

水に備えるよう促している。 

 

＜コラム２＞ ＧＨＱが堤防を爆破!?  

利根川の氾濫流が南下し、東京都に到達しようとしていたまさにその時、桜堤（埼玉県三郷市と

東京都足立区の境界付近）を浸水の防衛ラインとして、江戸川堤防を爆破切開し江戸川へ氾濫流を

流す計画が、東京都知事、千葉県知事、旧内務省とで協議の結果、立てられた。最終的に GHQ にも

依頼し、人力での掘削に加えてダイナマイト 18発もの爆破をもって、ようやく切開に成功した。残

念ながら桜堤の決壊には間に合わず、氾濫流は東京都へ流れ込んでいったが、堤防切開後は、江戸

川へ氾濫流を流し、東京都への氾濫流を減水させることに成功した。また、荒川や綾瀬川でも氾濫流を排水させるため、

堤防の切開が行われていた。これは、関係機関による協議によって行われたものと、地元住民が排水を目的に無断で行

ったものがあったとのことである 1。 

 

３. 水害リスクの把握 

企業において水害対策を検討する際に、まず始めに行うべきことは、自社拠点の水害リスクの把握

である。通常は、浸水想定区域図やハザードマップを確認し、自社拠点の浸水有無や浸水深等を確認

することになるが、ここでは一歩踏み込んで多角的な視点で水害リスクを把握することをお勧めした

い。以下にその手順・方法を記す。 

(１) 浸水想定区域図・ハザードマップの確認 

 まずは、公表されている浸水想定区域図やハザードマップを確認し、自社拠点の浸水有無や想定さ

れる浸水深を確認することが望ましい。その際、例えば、国土交通省のハザードマップポータルサイ

ト13の活用が考えられる。同サイト内の「重ねるハザードマップ」では、洪水・土砂災害・津波とい

った災害種別に、国や各市町村による浸水想定区域や土砂災害危険箇所等の情報を重ねて表示するこ

とができる（図 5）。ただし、同サイト内に公開されている情報の全てが集約されているわけではな

いことに注意する必要がある。例えば、本稿執筆時点では、想定最大規模降雨による浸水想定区域デ

ータは「重ねるハザードマップ」には反映されていない（新たな浸水想定区域図については、既報14を

                         
11 内閣府「水害・地震から我が家を守る 保険・共済加入のすすめ」 
12 国土交通省 水防災意識社会 再構築ビジョン http://www.mlit.go.jp/river/mizubousaivision/index.html 

（2017年 7月 20日時点） 
13 国土交通省 ハザードマップポータルサイト https://disaportal.gsi.go.jp/ 
14 リスクマネジメント最前線「浸水想定区域図から学ぶ～水防法の考え方と企業における活用方法～」 

（2016年 7月 8日発刊） 

http://www.mlit.go.jp/river/mizubousaivision/index.html
https://disaportal.gsi.go.jp/
http://www.tokiorisk.co.jp/risk_info/up_file/201607081.pdf
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参考にされたい）。 

 また、浸水想定区域図あるいはハザードマップを確認する際には、シミュレーションの前提条件を

確認することが重要である。すなわち、どの河川のどの区間を対象にシミュレーションが実施された

ものなのか、内水氾濫は考慮されているのか、前提とする降雨の規模はどの程度なのか、等である。

例えば、浸水想定区域図は、同じ河川であっても、国が管理する区間と地方自治体が管理する区間が

別の図面として公表されている。また、河川によってはハザードマップ内に含まれていても、浸水シ

ミュレーションが実施されていない河川もある。2017 年 7 月九州北部豪雨による福岡県朝倉市の洪水

では、広範囲に氾濫や土砂・流木が流出した赤谷川流域においては浸水想定が実施されていなかった

（詳細は既報 10を参考にされたい）。この事例のように、必ずしもハザードマップ上で浸水想定区域

として表示されていないからといって、リスクがないわけではないことに注意する必要がある。 

(２) 地形の特徴の確認 

 現在の地形は、過去の自然現象の結果が表れたものであり、特に川の作用に起因する地形としては、

浸食・運搬・堆積によって、谷底平野、扇状地、自然堤防、氾濫平野といった様々な地形が挙げられ

る。例えば、氾濫平野は過去に何度も洪水が発生し、川の上流から運ばれてきた土砂がたまったこと

で形成された平らな地形である。すなわち、地形を理解することは、その土地の災害リスクを把握す

ることに繋がる。 

 地形の特徴を理解するためには、国土地理院の高精度な標高データ（5m メッシュ）で標高を確認

し、同じく国土地理院による土地条件図あるいは治水地形分類図で地形分類を把握することが望まし

い。いずれも前述の「重ねるハザードマップ」でも表示することができる（図 6）。 

  

■図５ 重ねるハザードマップ（洪水浸水想定区域等） 

 

出典：国土交通省「ハザードマップポータルサイト」 



 7

 

  

東京海上日動リスクコンサルティング株式会社

2017 l No.14リスクマネジメント最前線

Copyright © 2017

 
■図６ 重ねるハザードマップ（左：自由な色別標高図、右：土地条件図（数値地図25000）） 

  
出典：国土交通省「ハザードマップポータルサイト」 

 

＜コラム３＞ 水は覚えている？ 
 水害リスクの把握のために現在の地形を確認する際、過去の川の流路を知ることも重要である。

約 400年前の江戸時代初期、利根川・荒川・渡良瀬川は東京湾に注いでいた。そのため埼玉平野か

ら東京東部の広大な平野は頻繁に洪水が発生する大湿地帯だった。そこで徳川家康は、江戸の整備

のため、利根川を銚子で太平洋に流下させ（利根川の東遷）、利根川と合流していた荒川を入間川

筋に瀬替えさせる（荒川の西遷）という大規模な河川事業を行い、利根川水系と荒川水系を切り離

した15。この工事により、洪水リスクが低下したため、埼玉平野の新田開発が進むこととなった。一方、大規模な出水

時は、水は自然の営力により旧流路方面へ流れようとする。すなわち、1910（明治 43）年の大洪水や 1947（昭和 22）

年の大洪水（カスリーン台風）では、利根川右岸・荒川左岸でそれぞれ破堤し、利根川・荒川の旧流路沿い（現在の大

落古利根川、元荒川等）に氾濫流が広がり、東京都内にまで氾濫が及び甚大な被害が発生した。  
■図７ 関東平野における河川 

   
江戸時代以前                    現在 

出典：弊社作成 

                         
15 国土交通省関東地方整備局 利根川上流河川事務所HP・荒川上流河川事務所HP 

荒川 荒川 

利根川 利根川 

渡良瀬川 渡良瀬川 

鬼怒川 
小貝川 

鬼怒川 
小貝川 

入間川 入間川 江戸川 

カスリーン台風による氾濫域 
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(３) 治水整備状況の確認 

 水害リスクを把握する上で、近隣河川の治水整備状況を知ることも重要である。例えば、前章でも

述べた今後 20～30 年後の河川整備の目標や具体的な実施内容を定めた河川整備計画を確認したり、

事業の必要性や進捗の見込み等を示した公共事業の事業評価資料等を確認することが望ましい。図 8

は利根川の事業評価資料の例である。赤色で当面７年間で整備する箇所が、青色で概ね 20～30 年で

整備する箇所が示されている。 

 また、近隣河川の堤防上を実際に歩くことで、治水上の弱点を現地確認することも推奨される。各

拠点において被害想定を考える際に、より具体的な破堤地点の想定や氾濫のイメージがしやすくなる

からである。例えば、写真 1 は荒川下流部の左岸堤防と京成本線荒川橋梁が交差する場所であり、実

際に堤防上を歩くと治水上の弱点となっていることが確認できる。 

 

■図８ 事業評価資料の例 

 
出典：国土交通省関東地方整備局「利根川・江戸川直轄河川改修事業再評価資料」（平成 26年 10月 10日） 

 

■写真 1 荒川左岸堤防と京成本線荒川橋梁の交差位置 

 

出典：弊社撮影 
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４. 水害リスクマネジメント 

自社拠点の水害リスクを把握した後は、その被害を防止・軽減するための備えを行うことが望まれ

る。ここでは、企業における一般的な災害リスクマネジメントの概念と対策例を示す。 

(１) 災害リスクマネジメント 

東日本大震災以降、国は自然災害への備えに対する方針を転換している。自然災害は完全に防ぐこ

とはできず、想定以上の災害は起こりうるものだという認識を基本に、被害の最小化に向けた取組み

と合わせて、災害後、迅速に国民の財産と経済を復旧・復興するための減災対策が重要であるとして

いる16。近年、大震災の教訓から多くの企業が耐震補強や事業継続計画（BCP）策定等のリスクコン

トロールに取り組んでいるが、今後は水害等あらゆる自然災害について、罹災時の事業の迅速な回復

に備え、産業競争力を強化する対策、つまりリスクファイナンスへの取組み強化が一層求められる。

企業における災害リスクマネジメントの概念を表 2 に示す。それぞれの対策の組み合わせ方は企業の

判断となるが、前章で触れた水害リスクの把握をもとに、最適なバランスのリスクマネジメントを構

築することが望まれる。 

 

■表２ 企業におけるリスクマネジメントの概念 

リスクコントロール 

＜リスクを低減する対策＞ 

リスクの回避 撤退、移転 

リスクの軽減 
施設耐力の補強（浸水防止策、耐震補強）、 

BCP策定、緊急時行動計画策定 等 

リスクファイナンス 

＜損害に備えた資金調達＞ 

リスクの移転 保険、災害デリバティブ、CATボンド 等 

リスクの保有 資金積立、自家保険 等 

出典：弊社作成 

 

(２) 水害のリスクコントロール 

 水害が想定される地域に位置する企業においては何らかの軽減対策を推進している。都市域の地下

街でよくみられる、地下入口部への防水扉の自主設置等がその一例である（写真 2 上段）。一方、水

害に対する設備投資の優先順位が高くない企業も依然としてみられる。近年、浸水対策設備も開発が

進んでおり、導入コストや設置の労力が従来に比べて軽減された製品も数多く販売されているので、

最適なものを検討されたい（写真 2 下段）。 

 ハード対策のほか、BCP や緊急時対応計画等のソフト対策も非常に重要となる。策定済みの BCP

が大規模水害に対応可能であるかの確認が望まれる。また、水害のようにある程度の被害発生が見通

せるリスクについては、被害発生を前提に時間軸に沿った防災行動計画「タイムライン」の策定も重

要となる。タイムラインの活用については、既報17も参照されたい。 

 

 

                         
16 内閣府 激甚化する大規模自然災害に係るリスクファイナンス検討会「我が国経済の災害リスクマネジメント力向上

にむけて」（平成 29年 3月） 
17 リスクマネジメント最前線「災害時におけるタイムライン（事前対応計画）の導入」(2014年 8月 18日発刊) 

http://www.tokiorisk.co.jp/risk_info/up_file/201408181.pdf
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(３) リスクファイナンス 

企業におけるリスクファイナンスとは、有事に備えリスクを空間的・時間的に移転することや、事

業復旧にかかる資金調達の仕組みを整えることと言える。リスクファイナンスを検討することで、「自

然災害による物的損害や事業中断といったストレス下における広義の BCP や管理会計的な発想を経
て自社のビジネスモデルや強みを確認することにもつながることが期待される 16」。一方、特に中堅・

中小企業においては、リスクファイナンスが十分手配されていない問題も指摘されており、その普及

が今後の課題となっている。 
 

 

＜コラム４＞ 先人に学ぶ水害対策～水塚と予備船～ 

 江戸時代以前の治水技術は、河川氾濫や内水をある程度許容し、地域特性を活かした対策を行うこ

とで、流域全体で洪水をコントロールしていた。その中の 1つが利根川中流域の「水塚」である。 

水塚は、宅地の一部に盛土や石垣を組み、その上に建てた建物をいう。常時は物置や米・味噌等の備

蓄品の倉庫として使用していたが、洪水時にはこの建物に家族で避難し、数日間の生活を送る避難場

所としての機能を持っていた。水塚の嵩上高は過去の洪水実績水位をもとに建造されていると考えら

れ、繰り返し氾濫被害を受けていた地域の知恵と技術の伝承の賜物である。また、水塚と関連がある備えに「予備船」

がある。利根川や荒川流域では、明治、大正以降も渡し船や農業用水路の交通手段として小舟が利用されていたが、氾 

■写真２ ハード対策の事例 

    

 

 

        

建物地下入口の防水扉 

簡易型止水シート 
（商品名：止めピタ） 

出典：文化シヤッター株式会社 

設置時間は1人で約5分 

水嚢式ダム 
（商品名：タイガーダム） 

出典：エスアールジータカミヤ株式会社 

設置時間は約20分 

地下への車路入口の防水板 

出典：弊社撮影 
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濫被害をたびたび受けていた埼玉の平野部では、水害時の使用を想定し納屋の梁に小舟を吊り下げて保管することで、

水害時の避難や物資運搬の貴重な移動手段としていた。水塚に類似した対策は各地にみられ、木曽三川の「水屋」、淀

川流域の「段倉」、信濃川下流の「水倉」、北上川の「水山」が知られている。 

明治以降、欧米の治水技術が取り入れられると、治水施設の整備が急速に進み災害対策の担い手は住民から行政に移

っていった。想定以上の災害は起こりうるものとして備えをしていく上で、先人が伝えてきた伝統的水防技術や水害の

記憶が、地域の水害対策強化の一助となることを期待したい。 

 

■写真３ 水塚や水害予備船 

     
 

 

 

 

 

５. おわりに 

本稿では、カスリーン台風 70年を踏まえ、改めてその災害を振り返り、現在においても河川整備
は決して十分な状況ではないことを示した。また、具体的にとりうる対策の方法として、地形の特徴

を捉える等といった多角的な水害リスクの把握と、災害マネジメントについて示した。カスリーン台

風後、水害への対策は進んだものの、昨今の豪雨の増加傾向を鑑みると、カスリーン台風級の水害が

再びいつ発生してもおかしくない状況にある。70年という決して遠くない過去に、これほどの大水害
が発生していたこと、そしてまた再び発生する可能性があることをしっかりと認識し、今後の水害リ

スクへ備えていく必要がある。 
本稿が、企業における水害リスクマネジメントへの意識を高める一助となれば幸甚である。 
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水塚（利根川中流域） 

 

出典：小林文男「埼玉県東部低地の風土と人間生活： 

特に水塚を事例として」 

水害予備船（吉川市） 

 

出典：彩の川研究会「水防災拠点としての『鎮守

の森』『水塚』の保全に関する調査研究報告書」 


